
【活動方針】 

東京都立広尾高等学校 部活動に関する活動方針 

学校における部活動の方針 本校の学校経営計画の『活力ある学校生活の実現』という観点をもとに、

特別活動の充実に向けた取り組みの継続を目指し、部活動と学校行事に

ついて積極的な活動を行っていく。 

具体的には次に掲げた方針の下に実施していく。 

①部活動では、生徒の自主的・自発的な活動を支援し、合理的でかつ効

率的・効果的に取り組む。 

②部活動の運営に当たっては、顧問や部活動指導員の指導の下、適切に

活動を行う。また、安全の確保については徹底する。 

休養日等の設定方針 ①週当たり 2 日以上の休養日を設けることとする。 

平日の活動時間は 17:00 までとし 17:30 完全下校とする。 

延長活動を行う場合は、18:00 までとし、最終下校時刻は 18:30 とする。 

②各運動部が、その競技特性・実施形態・部員数・施設などの状況を踏

まえ、これまでの活動内容や方法を見直し、活動時間は平日 2 時間、週

休日 3 時間程度を基準とする。活動においては、できるだけ短時間都

市、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。 

設置されている運動部活動名 ①ハンドボール  ②卓球  ③バレーボール 

④男子バスケットボール ⑤女子バスケットボール 

⑥野球  ⑦陸上  ⑧サッカー  ⑨バドミントン   

⑩ダンス ⑪硬式テニス  ⑫水泳 

設置されている文化部活動名 ①軽音楽  ②美術  ③マルチメディア  ④放送   

⑤写真  ⑥吹奏楽  ⑦書道  ⑧映画研究   

⑨文芸  ⑩科学研究  ⑪E.S.S  ⑫かるた 

⑬家庭科同好会  ⑭合唱同好会  ⑮鉄道同好会 

 


